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特定施設・除害施設申請関連、判定フローチャート（簡略版）
　○本チャートは、新設予定あるいは既設の施設が、水質汚濁防止法、またはダイオキシン類対策特別措置法の規定により、特定施設に該当した場合等の下水道法に基づく、吉岡町への届出の必要の有無を、簡略的に
表したものです。細かい条件は省いておりますので、判断の目安としてください。また、特定施設に該当する場合は、別途、水質汚濁防止法等に基づく、群馬県への届出が必要となります。

R4.11 吉岡町下水道室

スタート

汚水、または廃液を排出する施設である 届出不要

排水量：日最大５０㎥以上の下水排除者
または

水質：下水道法施行令第８条の２の基準に適合しない者
　　　　　　　　　　　　　　　　　（※下水道排除基準表より）

工場、または事業場である

水質汚濁防止法施行令別表第１、または
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第２に
掲げられる施設である（※特定施設一覧表より）

下水道法第１２条第１項の規定による吉岡町下水道条例第９条、または
下水道法第１２条の１１第１項の規定による吉岡町下水道条例第１１条に

掲げられる水質の排出がある（※下水道排除基準表より）

特定施設に該当 届出必要（未提出の場合）
公共下水道使用開始届を提出 　その他、下水道室より指示のあった場合

(※除害施設が必要となる事業場(例)より)届出必要（未提出の場合）
公共下水道使用開始届等を提出

必要に応じて
除害施設新設確認申請書を提出

除害施設新設確認申請書を提出 除害施設新設確認申請書を提出


